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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ノ ー ド を 第 １ の チ ャ ネ ル （ １ ０ ６ ） へ 通 信 可 能 に 結 合 す る た め の イ ン タ ー フ ェ ー ス （ １
１ ３ ０ ） を 含 む ノ ー ド （ １ ０ ２ ） で あ っ て 、
　 前 記 第 １ の チ ャ ネ ル が 、 前 記 ノ ー ド を 、 第 １ の 方 向 に お け る 第 １ の 隣 の ノ ー ド （ １ ０ ２
） お よ び 第 １ の 隣 の 隣 の ノ ー ド （ １ ０ ２ ） へ 通 信 可 能 に 結 合 し 、
　 前 記 ノ ー ド が 、 非 同 期 化 モ ー ド で 動 作 し て い る 場 合 に 、
　 前 記 ノ ー ド が 、 前 記 第 １ の 隣 の ノ ー ド か ら 発 生 し て そ の 第 １ の 隣 の ノ ー ド か ら 受 信 し た
デ ー タ を 、 前 記 第 １ の チ ャ ネ ル に 沿 っ て 、 中 継 期 間 中 に 中 継 し 、
　 前 記 第 １ の 隣 の ノ ー ド か ら 発 生 し て そ の 第 １ の 隣 の ノ ー ド か ら 受 信 し た 前 記 デ ー タ を 中
継 し た 後 、 ブ ロ ッ ク 期 間 中 は 、 前 記 ノ ー ド が 、 前 記 第 １ の 隣 か ら 受 信 す る デ ー タ を ブ ロ ッ
ク し 、 そ の 一 方 で 前 記 ノ ー ド が 、 前 記 第 １ の 隣 の 隣 の ノ ー ド か ら 受 信 す る デ ー タ を 、 前 記
第 １ の チ ャ ネ ル に 沿 っ て 中 継 す る ノ ー ド 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 チ ャ ネ ル が 、 前 記 ノ ー ド を 第 ２ の 方 向 に お け る 第 ２ の 隣 の ノ ー ド （ １ ０ ２ ） へ 、 お
よ び 第 ２ の 隣 の 隣 の ノ ー ド （ １ ０ ２ ） へ 通 信 可 能 に 結 合 し 、
　 前 記 ノ ー ド を 第 ２ の チ ャ ネ ル へ 通 信 可 能 に 結 合 す る た め の イ ン タ ー フ ェ ー ス （ １ １ ３ ０
） を さ ら に 含 み 、 前 記 第 ２ の チ ャ ネ ル が 、 前 記 ノ ー ド を 、 前 記 第 ２ の 方 向 に お け る 前 記 第
２ の 隣 の ノ ー ド お よ び 前 記 第 ２ の 隣 の 隣 へ 、 な ら び に 前 記 第 １ の 方 向 に お け る 前 記 第 １ の
隣 の ノ ー ド お よ び 前 記 第 １ の 隣 の 隣 へ 通 信 可 能 に 結 合 し 、
　 前 記 ノ ー ド が 、 前 記 非 同 期 化 モ ー ド で 動 作 し て い る 場 合 に 、
　 前 記 ノ ー ド が 、 前 記 第 ２ の 隣 の ノ ー ド か ら 発 生 し て そ の 第 ２ の 隣 の ノ ー ド か ら 受 信 し た
デ ー タ を 、 前 記 第 ２ の チ ャ ネ ル に 沿 っ て 、 前 記 中 継 期 間 中 に 中 継 し 、
　 前 記 第 ２ の 隣 の ノ ー ド か ら 発 生 し て そ の 第 ２ の 隣 の ノ ー ド か ら 受 信 し た 前 記 デ ー タ を 中
継 し た 後 、 ブ ロ ッ ク 期 間 中 は 、 前 記 ノ ー ド が 、 前 記 第 ２ の 隣 か ら 受 信 す る デ ー タ を ブ ロ ッ
ク し 、 そ の 一 方 で 前 記 ノ ー ド が 、 前 記 第 ２ の 隣 の 隣 の ノ ー ド か ら 受 信 す る デ ー タ を 、 前 記
第 ２ の チ ャ ネ ル に 沿 っ て 中 継 し 、
　 前 記 ノ ー ド が 、 前 記 非 同 期 化 モ ー ド で 動 作 し て い る 場 合 に 、 前 記 第 １ の 隣 の ノ ー ド か ら
発 生 し た も の で は な い 前 記 第 １ の 隣 の ノ ー ド か ら 受 信 し た デ ー タ を 、 前 記 第 １ の チ ャ ネ ル
に 沿 っ て 中 継 し 、



請 求 項 １ に 記 載 の ノ ー ド 。
【 請 求 項 ３ 】
　 ノ ー ド （ １ ０ ２ ） を 第 １ の 方 向 に お け る 第 １ の 隣 の ノ ー ド （ １ ０ ２ ） お よ び 第 １ の 隣 の
隣 の ノ ー ド （ １ ０ ２ ） へ 通 信 可 能 に 結 合 す る 第 １ の チ ャ ネ ル （ １ ０ ６ ） へ 通 信 可 能 に 結 合
さ れ て い る 前 記 ノ ー ド に よ っ て デ ー タ を 通 信 す る 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 ノ ー ド が 、 非 同 期 化 モ ー ド で 動 作 す る 場 合 に 、
　 前 記 第 １ の 隣 の ノ ー ド か ら 発 生 し て そ の 第 １ の 隣 の ノ ー ド か ら 受 信 し た デ ー タ を 、 前 記
第 １ の チ ャ ネ ル に 沿 っ て 、 中 継 期 間 中 に 中 継 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 第 １ の 隣 の ノ ー ド か ら 発 生 し て 前 記 第 １ の 隣 の ノ ー ド か ら 受 信 し た 前 記 デ ー タ を 中
継 し た 後 、 ブ ロ ッ ク 期 間 中 は 、 前 記 第 １ の 隣 か ら 受 信 す る デ ー タ を ブ ロ ッ ク し 、 そ の 一 方
で 、 前 記 第 １ の 隣 の 隣 の ノ ー ド か ら 受 信 す る デ ー タ を 、 前 記 第 １ の チ ャ ネ ル に 沿 っ て 中 継
す る ス テ ッ プ と を 含 む 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 第 １ の チ ャ ネ ル （ １ ０ ６ ） を 介 し て 相 互 に 通 信 可 能 に 結 合 さ れ て い る 複 数 の ノ ー ド （ １
０ ２ ） を 含 む ネ ッ ト ワ ー ク （ １ ０ ０ ） で あ っ て 、
　 前 記 チ ャ ネ ル が 、 そ れ ぞ れ の ノ ー ド を 、 第 １ の 方 向 に お け る 第 １ の 隣 の ノ ー ド （ １ ０ ２
） お よ び 第 １ の 隣 の 隣 の ノ ー ド （ １ ０ ２ ） へ 通 信 可 能 に 結 合 し 、
　 そ れ ぞ れ の ノ ー ド が 、 非 同 期 化 モ ー ド で 動 作 し て い る 場 合 に 、
　 そ の ノ ー ド の 前 記 第 １ の 隣 の ノ ー ド か ら 発 生 し て そ の 第 １ の 隣 の ノ ー ド か ら 受 信 し た デ
ー タ を 、 前 記 第 １ の チ ャ ネ ル に 沿 っ て 、 中 継 期 間 中 に 中 継 し 、
　 そ の 第 １ の 隣 の ノ ー ド か ら 発 生 し て そ の 第 １ の 隣 の ノ ー ド か ら 受 信 し た 前 記 デ ー タ を 中
継 し た 後 、 ブ ロ ッ ク 期 間 中 は 、 そ の 第 １ の 隣 か ら 受 信 す る デ ー タ を ブ ロ ッ ク し 、 そ の 一 方
で そ の ノ ー ド が 、 そ の ノ ー ド の 前 記 第 １ の 隣 の 隣 の ノ ー ド か ら 受 信 す る デ ー タ を 、 前 記 第
１ の チ ャ ネ ル に 沿 っ て 中 継 す る ネ ッ ト ワ ー ク 。
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　 前 記 ノ ー ド が 、 前 記 第 １ の 隣 の ノ ー ド か ら 受 信 し た デ ー タ が 前 記 第 １ の 隣 の ノ ー ド か ら
発 生 し た も の か ど う か を 判 断 す る た め に 、 前 記 第 １ の 隣 の ノ ー ド か ら 受 信 し た 前 記 デ ー タ
を 、 前 記 第 １ の 隣 の 隣 の ノ ー ド か ら 受 信 し た デ ー タ と 比 較 し 、 前 記 第 １ の 隣 の ノ ー ド か ら
受 信 し た 前 記 デ ー タ が 前 記 第 １ の 隣 の 隣 の ノ ー ド か ら 受 信 し た 前 記 デ ー タ と 同 一 で は な い
場 合 に 、 前 記 第 １ の 隣 の ノ ー ド か ら 受 信 し た 前 記 デ ー タ は 前 記 第 １ の 隣 の ノ ー ド か ら 発 生
し た も の で あ り 、
　 前 記 ノ ー ド が 、 目 覚 め た と き 、 最 初 の ブ ロ ッ ク 期 間 中 は い か な る デ ー タ も 中 継 せ ず 、
　 前 記 チ ャ ネ ル が リ ン グ （ １ ０ ６ ） を 含 む
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